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令和８年度広島県職場環境実態調査業務仕様書 
 
１　委託業務名 

令和８年度広島県職場環境実態調査業務 

 

２　業務の目的 

少子高齢化の進行等により労働人口が減少している中、女性の活躍や育児・介護など個人の置か

れた状況に応じて、働く人が多様なライフスタイルと仕事の両立を図りながら、意欲的に働くこと

ができる環境づくりが重要となっている。 

この調査は、県内企業やその他団体等の職場環境の整備状況及びその意向を把握し、誰もが働き

やすい環境の整備等の施策の基礎資料とすることを目的として実施する。 

 

３　業務委託期間 

契約締結日から令和８年 11月 19 日まで 

 

４　業務実施における目標値 

次の各調査における回答率を業務実施の目標値とし、受託者は目標値の達成に必要な体制を構築

し、業務を実施すること。 

①事業主調査（事業主を対象とした調査）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥33％以上 

②女性従業員調査（正規の女性従業員を対象とした調査）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29％以上 

③男性従業員調査（正規の男性従業員を対象とした調査）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27％以上 

④パートタイム従業員調査（パートタイム従業員(男女不問)を対象とした調査）‥‥‥21％以上 

 

５　調査の概要 

 

 

調 査 

対 象

対象地域 広島県内全域

 
対象 

事業所

事業所母集団データベース「令和６年次フレーム」（総務省統計局）から産業

別・規模別の構成比で無作為に抽出した県内に事業所を置く常用雇用者数 10

人以上の民間企業 2,500 社（農林漁業及び鉱業を除く）

 

対象者

①事業主：2,500 人 

②事業主調査の調査対象事業所の正規の女性従業員の中から１人：2,500 人 

③事業主調査の調査対象事業所の正規の男性従業員の中から１人：2,500 人 

④事業主調査の調査対象事業所のパートタイム従業員(男女不問)の中から 

１人：2,500 人 

合計：10,000 人　 

※　②～④の各調査対象者は、事業主が任意で選定する。
 調査基

準 日
令和８年６月１日

 
調 査 

方 法

郵送調査　※ 郵送により調査票を配付し、郵送・インターネット・ＦＡＸ・メールにより回答 

①　事業主に対し、各従業員分も併せて４調査分を郵送する。 

②　事業主は、調査対象となる各従業員一人ずつに調査票を手交する。 

③　事業主及び各従業員は、同封した返信用封筒等により各自で回答する。

 

内 容

・女性の就業環境 

・ワーク・ライフ・バランス（育児・介護休業等） 

・働き方改革 

・ハラスメント対策 

・行政への要望　等 
※　受託者は、過去の調査票及び調査結果等を県ＨＰで確認の上、業務を実施すること。 
　　URL：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/1301988336586.html

( 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/1301988336586.html
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６　業務の内容 

受託者が行う主な委託業務の内容は、次の(1)から(13)のとおりとする。また、委託業務を進める

に当たって疑義が生じた場合は、その都度県と協議し決定する。 

(１)　返信用封筒の準備 

ア　各調査対象者（４調査：事業主調査、女性従業員調査、男性従業員調査、パートタイム従

業員調査）が、調査票の回答時に使用する返信用封筒を(ｱ)・(ｲ)のとおり作成する。 

(ｱ)　返信用封筒の枚数は、予備（追加発送分約 300 通）を含め、11,200 部［(2,500 部+300

部)×４調査＝11,200 部］とする。 

(ｲ)　返信用封筒の表面（宛名側）に、受託者の「郵便番号」「所在地」「宛名」「広島県職場

環境実態調査返送用」を記載する。 

イ　調査票返信に係る郵便料金及び返信用封筒の作成に必要な費用は、委託業務に係る委託料に

含めるものとする。 

※　返信用封筒を料金受取人払とする場合の郵便局への申請手続き等は受託者が行い、返信用封

筒へ承認番号やバーコード等を印刷すること。 

(２)　調査フォームの作成 

ア　ＰＣ等により、インターネットから回答するための調査フォームを作成する。 

イ　調査フォームは、事業主・女性従業員・男性従業員・パートタイム従業員のそれぞれに対

する調査フォーム（以下「各調査フォーム」という。）を作成する。 

ウ　作成した各調査フォームのＵＲＬ及びＱＲコードを各調査票（４調査）に記載し、ＱＲコ

ードが正しく読み取れるか確認を行う。 

(３)　調査協力依頼文の印刷 

県が別途提供する各調査協力依頼文（４調査）のデータに基づき、４調査ごとに各 2,500 部

（Ａ４、モノクロ、片面）を印刷する。 

(４)　調査票の印刷・ナンバリング 

ア　県が別途提供する各調査票（４調査）のデータに基づき、４調査ごとに各 2,500 部（Ａ

４、モノクロ、両面、ホチキス左２か所）を印刷する。 

イ　事業主調査票の右下角には、１～2,500 までの連番を記載する。 

(５)　宛名シールの作成 

ア　発送用封筒の宛名シールに記載する内容は、県が別途貸与する調査対象となる事業所（以

下「対象事業所」という。）の郵便番号、所在地、名称、連番（以下「データ」という。）と

する。 

イ　宛名は、「事業所の名称」及び「人事・労務担当者」宛てとする。 

ウ　宛名シールの右下に、事業主調査票の右下角にナンバリングした１～2,500 までの連番を記

載する。 

エ　貸与するデータについては、次の(ｱ)・(ｲ)・(ｳ)のとおり取り扱うこと。 

(ｱ)　データを利用する場所は、受託者の執務室内に限定し、持ち出しを禁止するとともに、

室内に入る者をチェックすること。 

(ｲ)　利用するＰＣ等は、ＩＤ及びパスワードによりアクセス制御し、アンチウイルスソフト

の導入等、セキュリティー対策及び漏えい防止の措置を講じること。 

(ｳ)　貸与したデータについては、成果品の納品後、速やかに利用したＰＣ等から削除するこ

と。 

オ　宛名シールの作成に必要な物品等に係る費用は、委託業務に係る委託料に含めるものとす

る。 

(６)　封入・発送 

ア　返信用封筒（４枚）、調査協力依頼文（４調査分）、調査票（４調査分）、チラシ（県から別

途提供）の順番でクリヤーホルダー（受託者が準備）に入れ、６(５)で作成した宛名シール

を貼った発送用封筒（県から別途提供）に、調査票と宛名シールの連番を照合しながらクリ

ヤーホルダーを封入し、対象事業所に発送する。 

イ　郵便等発送に係る費用は、委託業務に係る委託料に含めるものとする。 
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(７)　追加発送 

ア　調査協力依頼文を６月１日付けで発送するが、所在地不明や廃業等で不通返送された事業

所及び常用雇用者数 10人未満で無効回答となる事業所については、新たに代替事業所を抽出

し、調査票等の追加発送を行う。 

イ　新たな代替事業所は、調査票の提出期限（６月 19日）時点で、不通返送及び常用雇用者数

10 人未満で無効回答となった事業所の数を基準に抽出し、６月末日までに追加発送を行う。 

ウ　新たな代替事業所のデータは、県が別途貸与する。 

エ　新たな代替事業所に発送する調査協力依頼文及び調査票のデータ、チラシは、県が別途提

供する。 

オ　調査協力依頼文及び調査票は、県が別途提供したデータに基づき、４調査ごとに追加発送

分（調査協力依頼文：Ａ４、モノクロ、片面。調査票：Ａ４、モノクロ、両面、ホチキス左

２か所）を印刷する。 

カ　宛名シール（記載内容：郵便番号、所在地、事業所名称、人事労務担当者宛、連番）を作

成し、調査票及び宛名シールの右下に、2,501 番以降の連番を記載する。 

キ　返信用封筒（４枚）、調査協力依頼文（４調査分）、調査票（４調査分）、チラシ（県から別

途提供）の順番でクリヤーホルダー（受託者が準備）に入れ、６(７)カで作成した宛名シー

ルを貼った発送用封筒（県から別途提供）に、調査票と宛名シールの連番を照合しながらク

リヤーホルダーを封入し、新たな代替事業所に発送する。 

ク　追加発送に係る経費は、昨年度実績の約 300 件を基に積算しており、委託業務に係る委託

料に含めるものとする。 

(８)　調査対象者からの質疑への対応 

各調査対象者（４調査：事業主、女性従業員、男性従業員、パートタイム従業員）からの電

話又はメール等による質問・意見等に対しては、県ＨＰに令和８年６月１日付けで掲載予定の

「令和８年度広島県職場環境実態調査に関するＱ＆Ａ」に基づいて回答することとし、回答例

にない内容は県の指示により対応する。 

(９)　調査票回収後の処理・督促電話 

ア　返信用封筒又はインターネット等で回答のあった調査票については、回答内容を確認の

上、有効回答又は無効回答の仕分けを行う。無効回答となる調査票の基準は(ｱ)又は(ｲ)のと

おりとすること。 

(ｱ)　事業所の規模（常用雇用者）の総数が 10人未満の調査票（事業主調査） 

(ｲ)　回答してある質問項目が 10項目未満の調査票（事業主調査・女性従業員調査・男性従

業員調査・パートタイム従業員調査） 

イ　６月下旬（調査票の提出期限(６月 19 日)から約１週間後）から、まだ回答していない事業

所のうち、常用雇用者数が 30 人以上の事業所に督促電話（５の(７)追加発送で発送した事業

所を除く）を行う。 

(10)　回答内容の入力 

ア　有効回答の内容を、回答データ入力フォーマット（Excel 等）に誤りがないよう正確に入力

する。 

イ　回答データ入力フォーマット（Excel 等）については、貸与したデータを基に受託者が作成

したものを使用するか、県が作成したものを使用するか、契約締結後、県と別途協議し決定

する。 

ウ　事業主調査票の回答内容に矛盾（数字で記入する調査項目について、他の項目と見比べた

ときにつじつまが合わない等）がないかチェックし、矛盾がある場合はデータの修正を行う

こととし、必要に応じて事業所へ電話等で照会を行う。 

エ　回答内容の矛盾について、疑義が生じた場合は県に確認し、県の指示により対応する。 

(11)　統計表（集計結果表）の作成 

ア　各調査項目の回答データを単純集計により、実数や割合を掲載した統計表を作成し、一部

の調査項目については、規模別・産業別等の各種クロス集計を行う。 

イ　統計表のレイアウト等は、県ＨＰ（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/1301988336586.html）

に掲載している過去の広島県職場環境実態調査の統計表に準じて作成する。（契約締結後、県

と要相談） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/1301988336586.html
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ウ　県への提出前に、別紙「チェック項目一覧」に従い統計表のチェックを行う。 

(12)　本編（調査結果）の作成 

ア　各調査項目の集計結果について、表・グラフを用いて分かりやすく説明したものを作成

し、調査の概要・有効回答の概要（分析結果）・調査結果の概要（各調査項目の結果）等を記

載した本編を作成する。 

イ　本編のレイアウト等は、県ＨＰ（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/1301988336586.html）に

掲載している過去の広島県職場環境実態調査の調査結果に準じて作成する（契約締結後、県

と要相談）。 

ウ　県への提出前に、別紙「チェック項目一覧」に従い本編のチェックを行う。 

(13)　スケジュール 

※　本業務については、上記スケジュールを参考に進めて行くこと。 

 

７　成果品 

受託者は、成果品を下表に示した媒体により提出期限までに納品すること。納品場所は、広島県

商工労働局雇用労働政策課とする。 

また、成果品のために作成した回答データ入力フォーマット（Excel 等）については、貸与したデ

ータと共に成果品の納品後、速やかにＰＣ等から削除すること。 

なお、事業主及び各従業員から回収した全ての調査票を県に返却すること。 

※　電子データについては、県が使用しているソフト（JustNote５、JustCalc５、Microsoft365 

の Excel・Word 等）の形式で保存したものを提出すること。 

 

８　納品場所 

７の成果品の納品場所は、下記のとおりとする。 

〒７３０―８５１１ 

広島県広島市中区基町１０番５２号 

広島県商工労働局雇用労働政策課 

 

 業務時期 委託業務内容
 ４月中旬～４月下旬 返信用封筒の準備

 ４月中旬～５月初旬 調査フォームの作成

 ５月初旬～中旬 調査協力依頼文の印刷

 ５月初旬～中旬 調査票の印刷・ナンバリング

 ５月初旬～中旬 宛名シールの作成

 ５月中旬～下旬 封入・発送

 ６月下旬 追加発送

 ６月初旬～８月下旬 調査対象者からの質疑への対応

 ６月初旬～８月下旬 調査票回収後の処理・督促電話

 ６月初旬～８月下旬 回答内容の入力

 ９月初旬～９月下旬 統計表の作成

 ９月初旬～９月下旬 本編の作成

 ９月下旬～10 月中旬（提出期限：令和８年10月15日） 成果品（本編・統計表）の提出

 10 月中旬～11 月 19 日（県ＨＰで調査結果等を公表） 県からの修正等に対応

 成果品 提出媒体 提出期限
 

６の(11)の統計表

・電子データ　１式 

・紙媒体（Ａ４版、モノクロ両面印刷、ホチキ

ス左２ヵ所）２部
令和８年 10 月 15 日（木）  

６の(12)の本編

・電子データ　１式 

・紙媒体（Ａ４版、モノクロ両面印刷、ホチキ

ス左２ヵ所）２部

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/1301988336586.html
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９　データの管理 

受託者は、県から貸与又は提供されるデータ及び７の成果品作成に係るデータの管理体制につい

て、総務省「事業所母集団データベースから提供を受けた母集団情報の適正な管理のために利用機

関が講ずるべき措置」を遵守するとともに、万全のセキュリティ措置を講ずること。 

 

10　契約に関する条件等 

(１)　再委託等の制限 

委託業務の一部を再委託しようとする場合には、再委託先ごとの業務の内容、業務の体系図

及び行程表、再委託先の概要及びその体制を明記したものを事前に書面で報告し、県の承認を

得なければならない。 

(２)　完了報告等 

委託期間終了後、10 日以内に業務委託完了報告書を県へ提出すること。 

(３)　業務の履行に関する措置 

ア　本業務（再委託した場合を含む）の履行につき、著しく不適当と認められるときは、県は

受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを要求するこ

とができる。 

イ　受託者は、上記要求があった時は、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、その

結果を要求のあった日から 10 日以内に県へ書面で通知しなければならない。 

(４)　機密の保持 

受託者は、本業務（再委託をした場合を含む）を通じて知りえた情報を機密情報として扱

い、本業務の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知

り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。本業務終了後も同様とする。 

(５)　個人情報の保護 

受託者は、本業務（再委託をした場合を含む）を履行した上で個人情報を取り扱う場合は、

個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号）を遵守しなければならない。 

(６)　肖像権、著作権等に関する取扱い 

ア　本業務により発生した成果品等について、肖像権及び著作権に係る紛争が生じた場合は、

受託者の責任において対応し、県は責任を負わない。 

イ　肖像権及び著作権について、事前に細心の注意を払い調査し、必要に応じて許諾を受ける

など問題が生じないようにすること。 

ウ　肖像権及び著作権に係る使用料等の支払いが必要な場合は、委託料の範囲内で受託者が負

担すること。 

エ　本業務において作成し、納品した成果品に係る著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48

号）第 21条から第 28 条までに規定する権利をいう。）は、県に無償で譲渡すること。 

 

11　業務処理責任者等の選任 

受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者（１名）及び業務担当者（１名以上）を定

め、委託業務に係る契約締結後、速やかに県に報告するものとする。 

業務処理責任者は、業務担当者の業務の状況を常に把握し、必要な指揮監督を行うとともに、県

と緊密な連絡を保つものとする。 

なお、業務処理責任者及び業務担当者は、受託者の他の業務と兼任させることは差し支えない。 

 

12　追完請求権 

(１)　委託業務の成果品の引渡しを受けた後において、当該成果品が委託業務に係る契約書及びこ

の仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受託者に対して相当の期間を定めて県

の指示した方法により成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を

請求することができる。 
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(２)　(１)の規定により県が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完が

ないときは、県は受託者に対して代金の減額を請求することができる。 

(３)　(１)及び(２)の規定は、県が受託者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるも

のではない。 

 

13　仕様書遵守に要する経費 

契約の締結、本業務の履行に必要な費用は、特段の定めのない限り、すべて受託者が負担するこ

と。 

 

14　留意事項 

(１)　受託者は、業務実施に当たって、円滑かつ効率的に進めるため、県と連絡調整を十分に行い

連携しながら業務を進めること。なお、業務内容に疑義が生じた時は、県はその都度、受託者

に対し進捗状況等の報告を求めることができるものとする。 

(２)　受託者は、本業務の執行にあたって、不明確な点や改善の必要があると認められる場合に

は、直ちに県と協議・調整を行うこと。 

(３)　県は受託者へ業務内容等を確認する場を設けることができる。その際には、受託者は仕様内

容を満たしていることを示す資料を提示しなければならない。 

(４)　県は、本事業の実施にあたり、必要があると認めるときは、受託者に対して委託業務の実施

状況について、定期又は随時報告を求めるほか、必要に応じて監査ができるものとする。 

(５)　受託者は、本業務の実施過程で生じた事故や災害等については、大小に関わらず県に早急に

報告し、指示を仰ぐこと 

(６)　本業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合、県は受託者に協議を申し

出る場合があり、受託者は委託料の範囲内において使用の変更に可能な限り応じること。 

(７)　本仕様書に関して疑義の生じた事項及び本仕様書に定めのない事項については両者協議の

上、これを解決するものとする。


